
 

 
 

事 務 連 絡 

令和２年５月１３日 

 

都 道 府 県 

各   保健所設置市  衛生主管部（局）御中  

特 別 区 

 

  

    厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

 

行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県 

医師会・郡市区医師会等への運営委託等について（その２） 

 

新型コロナウイルス感染症が拡大している地域においては、既存の帰国者・接

触者相談センター及び帰国者・接触者外来等における業務が増加していること

を踏まえ、更なる検査体制の確立のために、「行政検査を行う機関である地域外

来・検査センターの都道府県医師会・郡市区医師会等への運営委託等について」

（令和２年４月 15 日付け事務連絡。以下「事務連絡」という。）において、都道

府県医師会・群市区医師会等に対して地域外来・検査センターの運営委託ができ

ることをお示ししたところである。 

今般、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第

１項及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について（一部改正）」（令和２年

５月 13日健感発 0513 第４号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）において、

届出基準の検査方法に「迅速診断キットによる病原体の抗原の検出」及び検査材

料に「鼻咽頭拭い液」を追加したことから、事務連絡の別添２の内容を一部改正

したので、貴職におかれては、地域の医師会や医療機関をはじめとする関係者へ

周知し、地域の感染拡大状況を踏まえた検査体制の確立を進めていただくよう

お願いする。 

 


